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（介護・日常生活支援総合事業）訪問介護 

重要事項説明書 

＜令和 ６年 ６月 １日現在＞ 

 

                  （          様） 

１．当社が提供するサービスについての相談窓口 

     電話番号   ０２７－３２０－７２３３（午前 ６時～午後１０時まで） 

担  当   古谷 友靖    有川 勝子 

ご不明な点は、なんでもおたずねください。 

 

２．訪問介護ステーションくららの概要 

（１）提供できるサービスの種類と地域 

事業所名 (有) くらら  訪問介護ステーションくらら 

所 在 地 群馬県高崎市八千代町１丁目１２番地９ １F 

介護保険事業所番号 訪問介護 （高崎市１０７０２０１１９７） 

サービスを提供する 

地域 

指定訪問介護は   ①高崎市（旧倉渕村･旧榛名町を除く） 

②前橋市（旧宮城村・旧粕川村・旧富士見村を除く）③安中市

（旧松井田町を除く） ④玉村町   

介護予防・日常生活支援総合事業は  高崎市のみ 

    ＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

  （２）同事業所の職員体制 

 資 格 常 勤 非常勤 業務内容 計 

管理者 
 １ 名

（１） 

 
従業者並び業務の管理 

１ 名

（１） 

サービス提供責任者 

介護福祉士 

ヘルパー1級 

介護職員基礎研修 

１ 名

（０） 

１ 名

（０） 

１ 名

（０） 

 

 

 

利用にかかわる調整 

技術指導 

３ 名

（０） 

事務職員 
  １名以上

（0） 
 

１名以上

（０） 

従 介護福祉士 ６名以上  訪問介護援助 ６名以上 
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事 

者 

ﾍﾙﾊﾟｰ１～２級・介護職員基礎研修・ 

実務者研修・初任者研修修了者 

(うち３名

兼務) 

 にあたる (うち３名

兼務) 

３級修了者     

その他    

     （ ）内はうち男性の数  

（３）サービスの提供時間 

 

 

 

 

 

 

    

＊時間帯により料金が異なります。   

 

３．サービス内容 

    （１）身体介護          （２）生活援助         （３）その他のサービス 

     （訪問介護・介護予防日常生活支援総合事業）  （訪問介護・介護予防日常生活支援総合事業） 

      ・食事介助           ・買い物               ・介護相談 

      ・入浴介助           ・調 理               ・通院介助  等 

      ・排泄介助           ・清 掃 

・清拭・整髪          ・洗 濯 

      ・体位交換           ・整理整頓 

      ・モーニングケア        ・ベットメーク 

      ・移動介助           ・処方箋の受理  等 

      ・トイレ誘導 

      ・歩行介助 

      ・衣類着脱    等 

 

４．利用料金 

 通常時間帯 

8:00～18:00 

早朝(25％増し) 

6:00～8:00 

夜間(25％増し) 

18:00~22:00 
備考 

平  日    ○   ○   ○ 電話等により 24時間常時連絡可能な体制とする 

土･日･祝祭日   ○   ○   ○ 電話等により 24時間常時連絡可能な体制とする 
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（１）利用料 

         介護保険からの給付サービスを利用する場合、原則として介護給付費となります。 

         ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。 

         ※ご利用者様のご負担は各自の自己負担割合に準じます。下表は基本料金（8:00～18:00） 

  ※１単位 ＝ 10.42円 

身体介護 20分以上30分

未 満 （ 巡 回

型） 

３０分以上 

  １時間未満 

１時間以上 

1時間３０分未満 

１時間３０分以上 

(３０分増すごとに) 

２４４単位 ３８７単位 ５６７単位 ８２単位を追加 

生活援助 20分以上 

  45分未満 

45分以上 

   

 

１７９単位 ２２０単位  

通院等乗降介助               ９７単位 

＊1 初回加算              ２００単位 

      介護予防・日常生活支援総合事業   訪問型サービス（独自） 

予防訪問介

護区分 

１週間あたりの  

サービス提供回数 

１月の利用金額 日割の場合 

（１日） 

  Ⅰ   １回 １，１７６単位 ３９単位 

  Ⅱ   ２回 ２，３４９単位 ７７単位 

  Ⅲ   ３回 ３，７２７単位  １２３単位 

＊1初回加算              ２００単位 

       訪問介護事業 要介護者のみ  

＊ 基本料金に対して、早朝（午前６時～午前８時）・夜間（午後６時～午後１０時）帯は 

        ２５％増し、深夜（午後１０時～午前６時）は５０％増しとなります。 

      ＊ 上表の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅 

        サービス計画（ケアプラン）に定められた目安の時間を基準とします。 

＊ 利用者やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り 

介護支援専門員が必要と認めたときに、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員が居宅 

サービス計画にない訪問介護（身体介護）を行った場合に、一回１００単位を加算いたします。 

      ＊ やむを得ない事情で、かつ、お客様の同意を得て、２人で訪問した場合は、２人分の料金と 
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        なります。 

 

 

介護予防・日常生活総合事業のみ  

＊  利用料金は 1ヶ月ごとの定額制です。介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画に 

おいて位置づけられた支給区分によって決定いたします。そのため、月の途中から利用を 

開始したり月の途中で終了した場合であっても、1ヶ月の利用料金は定額となります。 

ただし、以下の場合は原則として日割り計算を行います。 

＊ 月途中に要介護から介護予防・日常生活支援総合事業対象者に、または介護予防・日常生活 

支援総合事業対象者から要介護に変更となった場合 

        ＊ 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合  

共 通 事 項 

 ＊ その他、介護職員処遇改善加算（Ⅲ）18.2％、特定地域加算（６級地）10.42％のご負担金を 

いただきます。 

＊ 特定事業所加算を算定いたします。 (Ⅰ)20％ (Ⅱ)10％ (Ⅲ)10％ (Ⅳ)3％ (Ⅴ)3％ 生活援助・ 

身体介護の所定単位数に該当の上記加算割合を乗じます。 

 訪問型独自サービスは算定の対象外となります。 

 ＊ お客様がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払 

   いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額を介護保険から払い戻され 

ます。（償還払い）また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。 

償還払いとなる場合、お客様が保険給付の申請を、お客様が保険給付の申請を行うために必要 

となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

       ＊１）新規に、訪問介護計画もしくは介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画を作成した 

利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が自ら訪問介護 

を行う場合、または他の訪問介護員などが訪問介護もしくは介護予防・日常生活支援総合 

事業（以下「訪問介護」という）を行う際に同行訪問した場合に適用します。 
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（２）介護保険の対象とならないサービス（自己負担サービス） 

      ①基本的に（１）の料金表の料金と同じ、ただし、状況によって相談に応じます。 

② 緊急対応等により、定められたサービスの時間を超えてしまう場合、あるいは、内容が変更 

された場合 

 

（３）交通費 

        指定訪問介護に要した交通費は、次の額とする。 

        ①事業所の実施地域を越えたところから、片道15 ｷﾛﾒｰﾛﾙ未満の場合         ０円 

        ②事業所の実施地域を越えたところから、片道15 ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上25 ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満の場合２００円 

        ③事業所の実施地域を越えたところから、片道25 ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上35 ｷﾛﾒｰﾄﾙ未満の場合３００円 

        ④事業所の実施地域を越えたところから、片道35 ｷﾛﾒｰﾄﾙ以上の場合は 1 ｷﾛﾒｰﾄﾙ増える毎に 

 ５０円加算 

（４）キャンセル料 

        急なキャンセルの場合は、下記の料金を頂きます。キャンセルが必要となった場合は、至急 

       ご連絡ください。（連絡先  電話０２７－３２０－７２３３） 

     

 

 

 

（５）その他 

        ①お客さまの住まいで、サービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用は 

         お客さまのご負担になります。 

        ②料金のお支払方法 

         毎月、１０日までに前月分の請求をいたしますので、１０日以内にお支払いください。 

         お支払いいただきますと、領収書を発行します。 

         お支払い方法は、銀行振込、現金集金のどちらかをご契約の際に選べます。 

 

 ご利用の２４時間前までにご連絡いただいた場合          無 料 

 ご利用の１２時間前までにご連絡いただいた場合   当該基本料金の ５％ 

 ご利用の１２時間前までにご連絡がなかった場合   当該基本料金の１０％ 
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  ５．サービスの利用方法 

    （１）サービスの利用開始 

         まずは、お電話等でお申し込みください。当社社員がお伺いいたします。 

         訪問介護計画もしくは介護予防・日常生活総合事業サービス計画作成と同時に契約を結び、 

サービスの提供を開始します。但し利用申込者の判断能力に障害がみられる場合は、家族、 

成年後見人と契約を締結できるものとします。 

※「居宅サービス計画」「介護予防サービス支援計画」の作成を依頼している場合は、事前に 

介護支援専門員とご相談ください。 

    （２）サービスの終了 

        ①お客様のご都合でサービスを終了する場合 

         サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出下さい。 

        ②当社の都合でサービスを終了する場合 

         人員不足等でやむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がござい 

         ます。その場合は、終了１ヶ月前までに文章で通知いたします。 

        ③自動終了 

         以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

         ・お客様が介護保険施設に入所した場合 

         ・介護保険給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当（自立）と認定 

され、かつ基本チェックリスト非該当となった場合。 

            ※この場合、条件を変更して再度契約することができます。 

         ・お客様がお亡くなりになった場合 

④利用予定日の前にご利用者の都合により、サービスの利用の中止または変更は､サービス実施 

日の前々日までに事業者にお申し出ください。なお、変更については､訪問介護員の稼動状況 

ならびにサービスの実施状況によりお客様の希望する期日にサービスの提供ができない場合 

もありますので、変更後のサービス実施日は協議のうえ決定いたします。 



 - 7 - 

⑤その他 

         ・当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家 

          族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、お客 

          様は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。 

         ・お客様が、サービス利用料金の支払を２ヶ月以上延滞し、料金を支払うよう催告したにも 

          かかわらず１０日以内に支払わない場合、またはお客様やご家族などが当社や当社のサー 

          ビス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文章で通知する 

          ことにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。 

 

６． サービスの利用に関する留意事項 

（１）定められた業務以外の禁止 

ご利用者は、定められたサービス以外の業務をサービス従業者等に依頼することはできません。 

 （２）情報提供についての承諾 

       サービスを実施するにあたり、必要があるときは関係機関等に対して必要な情報を伝えることを 

       ご了承ください。 

（３）鍵の取扱い 

原則、鍵は取り扱いません。ご利用者の状況等によりやむを得ない場合は､協議のうえ覚書を結ぶ 

こととします。 

   （４）サービスの実施に関する指示・命令 

サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。ただし、事業者は、サービスの 

実施にあたってお客様の事情・意向に十分配慮いたします。 

 

（５）備品等の使用 

サービスの実施のために必要な備品等（ガステーブル､洗濯機等）は無償で使用させていただきます。 
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７．秘密の保持 

       ・事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に 

関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。 

       ・事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の 

個人情報を用いません。 

          ・事業者は、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。 

 

  ８．事故発生時の対応 

           ① 利用者に対する訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、当該 

利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 

      ② ①の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。 

      ③ 利用者に対する訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損賠賠償 

        を行う。 

      ④ 事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じる。 

 

    

    ９. 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じ 

ます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 代表取締役 古谷 友靖 

虐待防止に関する担当者 サービス提供責任者 有川 勝子 

（２）成年後見制度の利用を支援いたします。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）従業者に対して、虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

(５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）に 
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よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報いたします。 

     （６）虐待防止のための指針を作成します。 

     （７）虐待防止のための対策を検討する委員会を設置します。 

 

１０. 身体拘束の禁止について 

サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを 

得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

介護保険指定基準上、「当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するための緊急やむを得な 

い場合」には身体拘束が認められているが、これは、「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件 

を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限ります。 

＜三つの要件をすべて満たすことが必要＞ 

◆切迫性 利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく 

高いこと 

◆非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと 

◆一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 

※３つの要件をすべて満たす状態であることを検討、確認し記録しておきます。 

１１．業務継続計画の策定等について 

   （１）業務継続計画を策定し、従業者へ周知します。 

   （２）業務継続計画の具体的内容について、定期的に研修及び訓練を実施します。 

   （３）業務継続計画を定期的に見直し、必要に応じて変更を行います。 

 

１２．衛生管理等について 

   （１）感染対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者へ周知します。 

   （２）感染対策のための指針を整備し、平常時の対策及び発生の対応を規定します。 

   （３）感染対策のための研修及び訓練を定期的に実施します。 
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１３．当社の（介護予防・日常生活支援総合事業）訪問介護サービスの特徴等 

    （１）運営の方針 

         ・地域福祉の充実 

         ・利用者に対してのやさしいサービス 

         ・ニーズへの早急な対応 

     （２）サービス利用のために 

     

   

 

 

 

 

 １

４．緊急時の対応方法 

        サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊 

       親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

主治医 主治医氏名  

連絡先  

ご家族     氏名  

連絡先  

  １５．サービス内容に関する苦情 

     ①当社お客さま相談・苦情担当 

      担当 在宅事業部管理者  古谷 ・ 担当 悦永   電話  ０２７－３２０－７２３３ 

     ②その他 

           当社以外に、公的機関への相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

 自治体（市町村名） 担 当 窓 口   電 話 番 号 

 高崎市 介護保険担当課 ０２７－３２１－１１１１ 

 前橋市 介護高齢福祉課 ０２７－２２４－１１１１ 

 安中市 介 護 高 齢 課 ０２７－３８２－１１１１ 

 玉村町 健 康 福 祉 課 ０２７０－６５－２５１１ 

    事   項 有 無      備   考 

ホームヘルパーの変更の可否 ○  変更を希望 

男性ヘルパーの有無 ○   

従業員への研修の実施 ○  採用時研修、定期研修  

サービスマニュアルの作成 ○   

その他    
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公的機関 所 在 地   電 話 番 号 

群馬県国民保険団体連合 前橋市元総社町335-8 ０２７－２９０－１３２３ 

 

 １６ 第三者評価の実施状況 無し 

１７．当社の概要 

       名称・法人種別       有限会社 くらら 

       代表者役職・氏名      代表取締役  古 谷 友 靖 

       本社所在地         群馬県高崎市八千代町１丁目１２番地９号 

       電話番号          ０２７－３２０－７２３３ 

 

 

 

定款の目的に定めた事業   １． 要支援・要介護老人、病人及び身体障害のある者に対する入浴、 

                        食事その他の日常生活における介護サービスに関する業務 

                     ２．上記各号に附帯関連する一切の業務 

       営業所数等         なし 

 

１８．その他 

契約をする場合は以下の確認をすること 

 

                          令和  年   月   日 

 

 

      （介護予防・日常生活支援総合事業）訪問介護護の提供開始にあたり、利用者に対して契約書および 

本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

                      事業所  〒370-0861 

                      所在地   群馬県高崎市八千代町１丁目１２番地９ １F 

                      名 称   有限会社  くらら 

                              訪問介護ステーションくらら ㊞ 
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                      説明者   所 属 

                            氏 名   古 谷 友 靖       ㊞ 

 

       私は、契約書および本書面により、事業者から（介護予防・日常生活支援総合事業）訪問介護につ 

いての重要事項の説明を受け、同意し、交付を受けました。 

          利用者  住 所 

               氏 名                    ㊞ 

  

         （代理人） 住 所 

               氏 名                     ㊞ 

                       （続柄                 ） 


